
 自費工事の工事申請受付手順  

 

 本件は、農業集落排水事業により施設整備の完了した地区において、申請者本人が、自費工事

で農業集落排水施設（排水管・人孔・取付管等）を公道に布設する場合に適用する。  

 

１ 開発等で道路及び下水管を新設し水道局へ寄付（本要綱では帰属）を行う場合等、全 

額減免の可否の判断が必要な場合は施工費について市積算基準に基づき試算を行い減免額（分

担金額取付管戸数－試算工事費）を決定。 

２ 農業集落排水施設の自費工事についての取扱要綱 第３条に該当する場合の申請を対象とす

る。 

３ 受付時には下流管の容量及び施設の許容量等について確認を行うこと。 

 

 

 （様式第  １号） 農業集落排水施設工事承認申請書 【１部提出】    

                                  添付書類：帰属承諾書・その他 

 

 （様式第２・３号） 農業集落排水施設工事承認・不承認決定通知書  

                （公営企業管理者から申請者へ通知） 

                      ※以降、宅内排水設備申請の受理可 

 （様式第  ４号） 工事着手届【１部提出】  

                                 （材料使用承認申請書・道路占用許可・道路使用許可を添付） 

 

（様式第  ５号） 工事完成届【１部提出】 

                （完成書類一式を添付） 

 

                     完成検査の実施    

                （検査調書）（様式第６号） 

                       （不合格の場合）手直し再検査 

 

（様式第  ７号） 農業集落排水施設自費工事検査結果通知書 

（公営企業管理者から申請者へ通知） 

 

農業集落排水事業受益者申出書及び農業集落排水事業分担金減免申請書【各１部提出】

               （分担金条例施行規程 様式第１号、様式第５号） 

 

農業集落排水事業分担金減免決定通知書（分担金条例施行規程 様式第７号）

          （公営企業管理者から申請者へ通知） 

 

（様式第６号（第１０条関係）） 権利譲渡承認申請書（道路管理課書式） 

                  （公営企業管理者から道路管理課へ提出） 

 


